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木々の緑もまぶしい５月、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

平成２８年の第一回幹事会が４月２６日（火）、

金木支署会議室で開催されました。幹事会での協

議事項は、

（１）森林パトロール活動について

（２）合同で実施するイベントのついて

（３）その他

として審議をいただき、下記のとおり承認を得る

と共に決定いたしました。

●森林パトロール活動について●
不法投棄・入山者状況・その他必要に応じた活動について巡視を行い、異常を確認し

た場合は金木支署に報告していただく。その際の運転は無理をせずに十分気をつけてい

ただく。

●合同で実施するイベントのついて●
１回目のイベントは、５月３１日（火）に五月女萢国有林にてクリーン作戦を行う。

２回目のイベントは、秋に屏風山国有林にて海岸防災林現地研究会を行う。

●その他●
・パトロール通信の発行回数を増やすと共に、巡視員から提出のあったパトロール記録

表も併せて記載する。

・山火事防止について、支署で作成したパンフレットをパトロールの際に活用し、林野

火災の防止に関する指導をしていただく。

・ニホンジカ及び松くい虫被害、熊の目撃情報があれば報告していただく。

また、幹事のみなさまからは、「不法投棄が多いので看板を立てられないか。」「林道の

通行状況の情報がほしい。」「クリーン作戦のPR活動をする必要があるのではないか。」「山

火事の横断幕を目立つところに掲げてほしい。」「緑の募金をする機会がないのでこうい

う機会に募金箱を設置してほしい。」などの意見・要望が出されました。

なお、不法投棄の看板については注意のラミネートを作成中であり、林道の通行状況の

情報については森林パトロール通信に掲載いたしますので活用ください。各イベント情報

については、プレスリリースしていく予定であります。

幹事の皆様にはお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

 



～平成２８年の活動にあたり～
４月の人事異動で新たに金木支署に勤務することになりました！

総務グループ 総括事務管理官 山上 裕行

〃 主任事務管理官 齋藤 潤一

〃 事務管理官 佐々木 岳志

業務グループ 一般職員 村野 宏樹

治山グループ 治山技術官 戸田 泰文

喜良市森林事務所 田澤 一晃

新体制でのスタートです。よろしくお願いします。

～事務局から～
●森林パトルール員証明書の更新について●

平成２８年、３月３１日をもって森林パトルール員の任期が終了し、今年度４月よ

り更新となりますので5月31日（火）までに同封の返信用封筒により、必要事項を

記載していただき、顔写真を添付のうえ、ご返送いただきますようお願いします。

また、金木支署森林巡視員の会規約の任期について、東北森林管理局の通達に則り、

３年から２年に変更いたしましたのでご確認ください。

●山火事防止のパンフレットについて●

４月１０日～５月３１日までは、山火事防止期間です。山火事を出さないための遵

守事項及び山火事を発見したときの連絡先を記載したパンフレットを添付しました

ので、巡視の際にご活用ください。

今年度から新たに事務局になりました。今年度も皆様との活動を楽しみにすると金木支

署国有林のPR活動に努めていきたいと思いますので、昨年度同様、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。
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